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令和５年（2023年）版 
 

 
 
 
 
 
 
 

この資金は、国の定めた要件（条件）にあてはまる場合、「償還免除（返す必要がなく

なる）」になります。 

あなたが「償還免除」になるかどうか、よく読んでお手続きしてください。 

対象となる方は、届いた免除申請書の色をご確認いただき必要な手続きをお取りください。

 

 

※１ このご案内は、全ての借受人へ送付しています。借入した資金種類や時期によっ 

て申請書の色が異なります。 

※２ 該当になる方だけが申請可能です。（免除には申請が必要です。住民税が非課税

であれば自動的に免除されるわけではありません） 

※３ 令和５年度の住民税が課税の方は、免除の対象ではないので手続きの必要はありませ

ん。

 
 
 
 
 
 

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 
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１ 償還免除の手続きについて 
  あなたが借りた緊急小口資金・総合支援資金（特例貸付）は、令和６年（2024年） 
から償還（借りたお金を返すこと）が始まります。 
償還免除の手続きは、借りた資金の種類ごとに、別々の年に行うことになっています。 

令和５年（2023年）に償還免除の手続きができるのは、令和４年（２０２２年）４月１日以降に 

借入した「緊急小口資金」と「総合支援資金（初回貸付）」、「総合支援資金（延長貸付）」です。 

資金種類 申請書の色 

緊急小口資金 ピンク 

総合支援資金（初回） 緑 

総合支援資金（延長） 白 

      総合支援資金の再貸付については、令和 6年度（2024年度）にお知らせします。 

 

２ 令和５年（2023年）に償還免除になる条件について 
  令和５年年度度（2023 年年度度）に、「「ああななたた（（借借りりたた人人））」」とと「「ああななたた（（借借りりたた人人））のの世世帯帯主主」」のの両両方方とともも、、

「「令令和和５５年年度度」」のの「「住住民民税税均均等等割割・・所所得得割割どどちちららもも非非課課税税（（住住民民税税をを支支払払うう必必要要ががなないい））」」の場

合、償還免除になります。  

 

３ 令和５年（2023年）に償還免除になる金額について 
  令令和和５５年年度度（（２２００２２３３年年度度））の住民税課税証明書（非課税証明書）を取得後、免除の申請期 

間内に申請をすると、全額免除になります。 

 

⇒４ページ 【４ 償還免除の申請方法】をご確認ください 

 

 

 

 

 

 

免除申請書の色がピンク・緑・ の方【全額免除】 
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免除申請書の色がピンク・緑・ の方【全額免除】 
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１ 償還免除の手続きについて 
償還免除の手続きができるのは、令和４年３月末日までに借り入れした「緊急小口資金」と

「総合支援資金（初回貸付）」のうち、令和３年度または令和４年度の住民税が課税であった

方で、令和５年度の償還免除の条件に該当する場合、貸貸付付金金のの一一部部について償還免除の申

請が可能です。 

資金種類 申請書の色 

緊急小口資金 オレンジ 

総合支援資金（初回） 紫 

         

２ 令和５年（2023年）に償還免除になる条件について 
   令和５年年度度（2023 年年度度）に、「「ああななたた（（借借りりたた人人））」」とと「「ああななたた（（借借りりたた人人））のの世世帯帯主主」」のの両両方方とともも、、    

「「令令和和５５年年度度」」のの「「住住民民税税均均等等割割・・所所得得割割どどちちららもも非非課課税税（（住住民民税税をを支支払払うう必必要要ががなないい））」」の場  

合、貸貸付付金金のの一一部部が償還免除になります。 

 

３ 令和５年（2023年）に償還免除になる金額について 
   令令和和５５年年度度（（２２００２２３３年年度度））の住民税課税証明書（非課税証明書）を取得後、免除の申請期

間内に申請をすると、免免除除をを申申請請ししたた月月のの以以後後、、最最初初にに到到来来すするる償償還還をを開開始始ししたた月月とと同同じじ月月

（（下下記記のの例例だだとと１１月月））以以降降のの貸貸付付金金がが償償還還免免除除になります。 

  

＜例１＞緊急小口資金 20万円を借り入れした場合（令和５年１月から 2年で返済の場合） 

 

 R5.1償還開始      R5.7免除申請           R5.10免除決定         R6.1             R6.12 

   免除 

       

 

        免除対象外（償還月額 8,330円×12月＝99，960円） 

 

＜例２＞総合支援資金 60万円を借り入れした場合（令和５年１月から 10年で返済の場合） 

 

 R5.1償還開始      R5.7免除申請           R5.10免除決定         R6.1             R15.12 

   免除 

       

                        

        免除対象外（償還月額 5,000円×12月＝60，000円） 

 

⇒４ページ 【４ 償還免除の申請方法】をご確認ください 

免除申請書の色がオレンジ・紫の方【一部免除】 
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４ 償還免除の申請方法 
 
  〇申請期間   令和５年（2023年）６月～８月３１日（木） 

   ※申請期限を過ぎて申請された場合でも受け付けますが、できる 

だけ早くご申請ください。ただし、償還免除承認決定前に償還され 

た金額は、償還免除が承認となった場合でも、お返しできません。 

  

 〇申 請 先   社会福祉法人福島県社会福祉協議会 

              ※1 この文書と一緒に入っている封筒に入れて、郵送してください。 

              ※2 複数の申請をされる場合は一つの封筒にまとめて郵送してください。 

 

  〇必要書類   ①免除申請書（同封している書類、借りた資金ごとに必要です。） 

 

               

 

 

 

 

 

※１ 申請をされる場合に②と③は、市市町町村村（（役役所所））かからら取取得得ししたたももののをを１１部部  

ずずつつ添付してください。 

※２ 複数の申請をされる場合、②と③はそれぞれに必要です。１部ずつ市市  

町町村村（（役役所所））かからら取取得得ししたたももののを添付してください。残りはコピーの添付 

でも構いません。 

 

             ②世帯全員の住民票（世帯全員が載っていて、世帯主の氏名・続柄がわか 

り、免除申請時から３か月以内に発行したもの） 

※１ １人の世帯でも「世世帯帯全全員員」と記載された住民票を取得してください。 

※２ 世帯主の氏名・続柄が省略されている住民票では申請できません。 

 

             ③令令和和５５年年度度（（２２００２２３３年年度度））の住民税課税証明書（または非課税証明書） 

               ※１ 「あなた（借りた人）」と「あなた（借りた人）の世帯主」の両方とも 

「「令令和和５５年年度度（（２２００２２３３年年度度））」」のものが必要です。 

（借りた人と世帯主が同じ場合は借りた人の分のみ） 

              ※２ 「課税証明書」の「課税額」の欄が「ゼロ」であること。空欄は不可。 

 

 

 

 

 

 

 

 資金の種類 申請書の色 免除の金額 

ア 緊急小口資金 ピンク 

全額免除 イ 総合支援資金（初回） 緑 

ウ 総合支援資金（延長） 白 

エ 緊急小口資金 オレンジ 
一部免除 

オ 総合支援資金（初回） 紫 

「課税証明書」（または非課税証明書）

 令和５年度：令和５年６月頃に発行可能となる証明書（令和４年１月～１２月分の所得が記載） 
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５ 償還免除になるかどうか？（償還免除条件の確認） 
   償還免除の条件に当てはまるかどうか、確認してください。 

 

 

 
 

 

いいえ 
 

はい 
 
 

 

はい いいえ 
 

 

 
 

はい いいえ わからない    あなたが 世帯主が どちらも わからない 
 課税されている 課税されている 課税されていない 

 

 

 １  ２－１ ３ １ １ ２－２   ４ 
 

 

 

１ 償償還還免免除除のの対対象象ででははあありりまませせんん  

 

２－１ ああななたたがが「「住住民民税税非非課課税税」」ななののでで、、償償還還免免除除のの対対象象でですす         

２－２ ああななたたとと世世帯帯主主がが「「住住民民税税非非課課税税」」ななののでで、、償償還還免免除除のの対対象象でですす    

 

３ 令令和和 55年年（（22002233年年））６６月月以以降降にに、、市市町町村村（（役役所所））のの税税務務課課等等でで、、ああななたたがが「「住住民民税税非非課課税税」」かか      

どどううかか確確認認ししててくくだだささいい  

 

４ 令令和和 55年年（（22002233年年））６６月月以以降降にに、、市市町町村村（（役役所所））のの税税務務課課等等でで、、ああななたたとと世世帯帯主主がが「「住住民民税税  

非非課課税税」」かかどどううかか確確認認ししててくくだだささいい  

 

 

   ※住民税の課税証明書は、令和５年（2023年）１月１日に住民票があった市町村（役所）で 

交付を受けることができます。市町村（役所）の税務課等で確認してください。 

 

 

現在、あなたは「世帯主」ですか？ 

現在の世帯主は、お金を借りたとき、別の世帯 
でしたか？ 

令和５年度、あなたは、住民税が課

税されていますか？ 
令和５年度、あなた、または世帯主のどちら

かが住民税が課税されていますか？ 

４ 償還免除の申請方法

を参考にお手続きください 
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６ 住民税について確認するには 
   

 

 

 

               はい 

 

                                                     いいえ 

 

                      わからない 

いいえ           該当しない        はい 

 

                            いいえ 

 

 

 

      いいえ     はい                   はい 

 

 

 

 

 

 

 

７ 償還免除申請の手続きの結果は？ 
  〇申請期限までに申請された場合、令和 5年（２０２３年）11月頃までに、償還免除になった 

かどうか、文書で通知します。 

※１ 文書が届くまでお待ちください。免除結果についてのお問い合わせはご遠慮ください。 

※２ 申請書の提出が遅れた場合、結果の通知が遅くなりますのでご了承ください。 

  〇償還免除にならなかった方は、口座振替（自動引落し）または、払込票でお支払いいただき 

ます。口座振替（自動引落し）を希望する場合は、専用の用紙をお送りしますのでご連絡くだ 

さい。 

  〇口座振替（自動引落し）の手続きには２～３か月かかりますので、早めにお手続きをお願いし 

ます。 

 

８ 問合せ先 

     社会福祉法人福島県社会福祉協議会 地域福祉課（生活支援室） 

  電話 024－523－1250（午前 9時～午後 5時まで） 

 ※土、日、祝日、年末年始を除く 

令令和和４４年年（（22002222年年））１１月月～～１１２２月月にに収収入入ががああっったた  

働働いいてていいるる会会社社ややおお店店がが、、市市町町村村（（役役所所））にに給給与与のの報報告告ををししてていいるる  

自自分分でで確確定定申申告告  

ままたたはは住住民民税税のの申申告告ををししたた  収収入入はは給給与与だだけけ  

市市町町村村（（役役所所））でで「「非非課課税税」」かか「「課課税税」」かか確確認認ししててくくだだささいい  

市市町町村村（（役役所所））でで住住民民税税のの申申告告ををししててかからら、、「「非非課課税税」」かか「「課課税税」」かか確確認認ししててくくだだささいい  

※※住住民民税税のの申申告告方方法法ににつついいててはは、、令令和和 55 年年（（22002233 年年））１１月月１１日日にに住住民民票票ののああるる市市町町村村（（役役所所））のの税税務務

課課等等ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。（（住住民民税税がが非非課課税税のの場場合合はは、、市市町町村村（（役役所所））かからら通通知知さされれなないいたためめ、、

必必ずず市市町町村村（（役役所所））のの税税務務課課等等でで確確認認ししててくくだだささいい。。））  
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緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書
緊急小口資金 または 総合支援資金 分

※太枠内をすべてご記入ください。
間違えて記入した場合は、二重線で消したうえで、余白に記入し直してください。（訂正印不要）
資金の種類 «特例貸付名称»
借受人氏名 «借受人姓» «借受人名» 貸付コード ≪貸付コード≫
貸付金額 «貸付額»円 免除申請額 当該資金種類の償還免除上限額

免除申請理由 住民税の均等割・所得割いずれも非課税となったため。

世帯の状況
※いずれかひとつ
に☑をつける

現在、私（借受人）が世帯主である
現在は借受人以外の者が世帯主であり、かつ
現在の世帯主は貸付申請時に借受人とは別世帯
現在は借受人以外の者が世帯主であるが、DV に
よる避難等により世帯主の所得証明書を取得でき
ない

左記のいずれにも当てはまらない場合

必要書類

①(以下、3 つの書類がすべて必要) ②(以下、3 つの書類がすべて必要)
①-1:免除申請書（この書類）
②-2:いまの世帯全員が記載された住民票(世帯主の氏
名・続柄の記載があるもの、発行後 3 か月以内のもの)
③-3:借受人の令和５年度の課税証明書(住民税非課
税であることがわかるもの)※住民税均等割・所得割いずれ
も非課税の方が免除対象

②-1:免除申請書（この書類）
②-2:いまの世帯全員が記載された住民票
(世帯主の氏名・続柄の記載があるもの、発
行後３か月以内のもの)
②-3:借受人および世帯主の令和５年度の
課税証明書(住民税非課税であることがわか
るもの)※住民税均等割・所得割いずれも非
課税の方が免除対象

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 会長殿
① 本特例制度の償還免除が決定した場合、自立相談支援機関に対して同機関の業務遂行に活用することを目的

として私の個人情報を提供することに同意します。
② 記入した個人情報については、本制度に必要な範囲で、第三者に提供することに同意します。
③ 私は、貴社会福祉協議会が、本制度に必要な範囲で全国社会福祉協議会、他の都道府県社会福祉協議会、

市町村社会福祉協議会、自治体、公共職業安定所、自立相談支援機関、家計改善支援機関等の関係機関
に照会し、私の個人情報の提供を受けることに同意します。

④ 私及び私の世帯の者は、暴力団員ではありません。私は、貴社会福祉協議会が必要に応じ官公署等から私又は
私の世帯員に係る暴力団員該当性情報の提供を求めることに同意します。〔暴力団とは、「暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律」第２条第２号にあるとおり、「その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員
を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」を指します。〕

⑤ 審査の結果、償還免除不承認となった場合、理由は開示されないことに同意します。
⑥ 償還免除を目的に世帯主の変更を行っていません。また、償還免除の決定後、本申請書の記載事項について虚

偽であることが判明した場合や償還免除の要件に該当しないことが判明した場合には、償還免除を取り消されるこ
とに同意します。

上記①～⑥すべての事項について同意する場合は、同意年月日、借受人氏名（自署）、電話番号を記入してください。
令和 年 月 日
※この書類を記入した日付を記入 借受人氏名（自署）

電話番号 ― ― ※日中に連絡のとれる電話番号を記入すること。

※以下については、申請者は記入しないでください
※ 資金コード 貸付コード 受付番号 都道府県社協受付 内容審査 免除入力

● «資金コード» «貸付コード» 令和 年 月 日 □（ ） □（ ）

＜社協記入欄＞

記記入入不不要要  

世世帯帯状状況況ににつついいてて、、いいずずれれかかのの 11 つつにに☑☑をを入入れれててくくだだささいい。。   

ここのの書書類類をを記記入入ししたた日日付付、、署署名名、、電電話話番番号号ををごご記記入入くくだだささいい。。  

記記入入不不要要  

償償還還免免除除申申請請書書  記記入入例例 

黒のボールペンで記入してください
消えるボールペンや鉛筆での記入は無効です
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お手続き方法等を直接確認したい場合は、 

貸付申請をされた市町村社会福祉協議会までお問合せください。 

 

 

 （令和５年４月現在）   

 

市市町町村村名名 電電  話話  番番  号号 市市町町村村名名 電電  話話  番番  号号 市市町町村村名名 電電  話話  番番  号号 
福島市 024-533-8881 白河市 0248-22-1159 昭和村 0241-57-2655 
二本松市 0243-23-7867 西郷村 0248-25-5454 会津美里町 0242-54-2940 
伊達市 024-576-4050 泉崎村 0248-54-1555 下郷町 0241-69-5111 
本宮市 0243-24-7780 中島村 0248-52-3400 檜枝岐村 0241-75-2382 
桑折町 024-582-1155 矢吹町 0248-44-5210 只見町 0241-84-7006 
国見町 024-585-3403 棚倉町 0247-33-2623 南会津町 0241-62-4169 
川俣町 024-565-3761 矢祭町 0247-34-1050 相馬市 0244-36-2015 
大玉村 0243-68-2100 塙町 0247-43-2154 南相馬市 0244-24-3415 
郡山市 024-932-5311 鮫川村 0247-49-3600 広野町 0240-27-2789 
須賀川市 0248-88-8211 会津若松市 0242-28-4030 楢葉町 0240-25-4157 
田村市 0247-68-3434 喜多方市 0241-23-3231 富岡町 0240-22-5522 
鏡石町 0248-62-6428 北塩原村 0241-28-3757 川内村 0240-38-3802 
天栄村 0248-82-2826 西会津町 0241-45-4259 大熊町  0240-23-5171 

石川町 0247-26-3793 磐梯町 0242-73-3022 双葉町  
（いわき市）  0246-84-6725 

玉川村 0247-57-4410 猪苗代町 0242-62-5168 浪江町 0240-34-4685 
平田村 0247-55-3500 会津坂下町 0242-83-1368 葛尾村 0240-29-2020 
浅川町 0247-36-3163 湯川村 0241-27-8890 新地町 0244-62-4213 
古殿町 0247-53-4394 柳津町 0241-42-3418 飯舘村 0244-42-1021 
三春町 0247-62-8586 三島町 0241-52-3344 いわき市 0246-23-3320 
小野町 0247-72-6866 金山町 0241-55-3336 


